
平成 29 年度 厚生労働行政推進調査事業費補助金 

(政策科学総合研究事業(政策科学推進研究事業)) 

医療費適正化に向けた生活保護受給者の医薬品処方および生活習慣病の実態調査： 

大規模レセプト分析（H29-政策-指定-007） 

 

レセプト情報・特定健診等情報データベース（NDB）の第三者利用に関する 

利用者に向けた利便性向上策の動向について 

 

研究分担者 加藤源太 京都大学医学部附属病院 診療報酬センター准教授 

 

研究要旨 

  

レセプト情報・特定健診等情報データベース（NDB）の第三者利用においては、2011年

の開始以降現在に至るまで、NDB データの利用者向けに様々な利便性向上の施策が打ち出

されてきたところである。しかし、それらは「レセプト情報等の提供に関する有識者会

議」での会議資料ならびにウェブサイトの議事録情報などにおいて発表されるのみであ

り、利用者間での NDB に関する知識に格差が生じている恐れがある。こうした背景のも

と、本研究では NDB の第三者利用に関して利用者向けに打ち出された昨今の利便性向上

策の動向について整理を行った。結果として、広く一般に開放されている NDB オープン

データの公表ならびに利用者のフィードバックに基づいたデータの質の改善、申出範囲

の拡大や実用性を踏まえた公表基準の現実化、サンプリングデータセットの質の向上や

データの紐付け率の改善、サーバ増強によるデータ提供運用体制の強化などといった NDB

データ提供体制の拡充が図られており、NDBデータの利用者も年々増加してきていること

が確認された。一方で、NDB を利用した研究成果はまだそれほど充実した質量を確保でき

てはおらず、NDB の第三者利用に関する利便性向上の施策を今後も積極的に推進させてい

く必要があるとともに、そうした施策を積極的に開示して利用者の裾野を広げていく努

力も、行政と研究者とで力を合わせて推進していく必要がある。 

 

 

 

A. 研究目的 

 

レセプト情報・特定健診等情報データベー

ス（NDB）は、悉皆性の高いヘルスケアデー

タとして注目を集めているデータであり、

平成 23 年からは研究目的での第三者提供

が行われているが、データ分析にあたって

はレセプト情報及びその分析に対する様々

な知識が前提として求められ、これがデー

タ分析の推進・活性化を阻む要因の一つと

されている。一方で、第三者提供開始より現

在に至るまで厚生労働省では NDB データの

59



利用者向けに様々な利便性向上の施策を打

ち出しているが、それらは「レセプト情報等

の提供に関する有識者会議」での会議資料

ならびにウェブサイトの議事録情報などに

おいて発表されるのみとなっている。この

ように、それらの有益な情報が利用者の目

線に立って再構成されているわけではない

ため、これらの情報を把握している利用者

とそうでない利用者とで、NDB利用に関する

リテラシーに差が生じている恐れがあると

ともに、期待される研究成果の質量に影響

を及ぼしている可能性が無いとは言えない

状況にある。本研究ではこうした現況を踏

まえて、NDBの第三者利用に関して利用者向

けに打ち出された昨今の利便性向上策の動

向について整理を行い、NDBの利用を検討す

る者がその概要を容易に把握できるように

することを目的とするものである。 

 

B. 研究方法 

 

NDBを利用する際に最も参考になる情報は、

「レセプト情報等の提供に関する有識者会

議」（以下「有識者会議」）における資料なら

びに議論、および関連ガイドラインであり、

これらは厚生労働省ホームページにおいて

一か所のサイトにまとめられている 1。ただ

し、公開資料は「議事進行のためのたたき

台」として使用されている場合があり、実際

の議論では公開資料に記されていることが

否定されていたり、あるいは修正が加えら

れていたりすることがある。また、有識者会

議の資料はあくまでも時系列に沿ってリス

トアップされているため、NDBに関する各々

のトピックが数回の有識者会議を隔てて出

現することも少なくなく、かなり丹念に資

料を読み込まないと、各トピックの連続性

を追うことができない場合がある。こうし

た状況を踏まえ、当研究ではここ 2～3年の

有識者会議の議論を中心にレビューしなが

ら、NDBの利用を検討する者にとって関係が

深いトピックごとに、これまで提示されて

きた昨今の利便性向上策の動向を再確認し、

整理することとする。 

 

 

C. 研究結果 

 

ここ最近の有識者会議での議論から、複数

回にまたがって議論されているトピックが

幾つか見いだされた。本章において、それら

トピックを列記しつつ、利便性向上に関す

る議論の動向を以下に確認する。なお、オン

サイトリサーチセンターに関する議論は、

まだ試行利用にとどまっており多くの利用

者が利用できる環境が十分に整っていない

ことを考慮し、本稿では言及しない。カッコ

内の数値は、その議論がなされた有識者会

議の開催回の情報を示すものである。 

 

1) NDB オープンデータ 

 

NDBオープンデータは、NDBデータの有用性

を活かすため、典型的かつ一般的な観点か

ら NDB データを集計し公表してはどうか、

という議論を踏まえて作成されたデータで

あり 2、具体的には医科診療報酬点数表項目、

歯科傷病、特定健診集計結果、薬剤データに

ついて、主に単純集計に結果が得られる項

目について、性・年齢階級別、及び都道府県

別の集計結果が公表されている（第 33回）。

これらオープンデータを適切に活用するこ
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とが出来れば、例えば非常に基本的な事項

に関する集計結果などは個別に NDB データ

の提供依頼申出を行わずとも、ここから知

見を得ることが可能となった。また、民間を

含む利用者において集計項目等に関する要

望を自由に提言することができ、これら要

望に対しては対応可能なものから次回以降

のオープンデータにて対応する体制が整え

られている。第 1 回 NDB オープンデータが

公表された 2016 年 10 月以降、利用者から

のフィードバックに基づき、2017 年に公表

された第 2 回 NDB オープンデータでは、医

科診療行為における特定の加算項目の集計、

薬剤情報における薬効分類別の上位 100 位

まで（第 1回では 30位まで）の公表範囲の

拡大、等の反映がなされた。 

 

 

2) 市区町村の申出範囲への追加、および市

区町村単位で結果を公表する際の、公表基

準の緩和 

 

NDB データの利用成果を公表するにあたっ

ては、その公表結果によって個人が特定さ

れるリスクが高くならないよう、米国 CMS

における cell size suppression policyを

援用して患者等の集計値が 10 未満の場合

は公表してはならないようルールが定めら

れた（第 6 回）が、同時に市区町村を集計

単位とする場合は、集計単位が小規模とな

るため個人特定のリスクがさらに高まるこ

とを懸念し、集計値が 100 未満の場合は公

表してはならない、というより厳しいルー

ルが設定されていた（第 6回）。しかし、一

般的な行政単位である市区町村を単位とす

る際に、100未満の集計値をすべてマスクす

るとなると、多くの重要な集計値が表現で

きなくなり、集計結果を十全に活用できな

いことが懸念される。第 26回の有識者会議

においては、市区町村を集計単位とする際

の「100未満の集計値は公表しない」という

ルールを、現在の市区町村の人口分布等を

踏まえて再検討し、 

 

 人口 2,000 人未満の市区町村では、患

者等の数を公表しない 

 人口 2,000人以上 25,000人未満の市区

町村では、患者等の数が 20未満になる

集計単位が含まれない 

 人口 25,000人以上の市区町村では、患

者等の数が 10 未満になる集計単位が

含まれない 

 

というルールへと改められた。また、こうし

た基準緩和と同時に、提供依頼申出者の範

囲に市区町村を加えることも併せて決定さ

れた（第 26回）。2017 年 5月時点で市区町

村からの申出も 3 件みられ（第 37 回）、こ

れら申出者による NDB データの分析結果が、

地域医療の充実化に向けた施策へと展開さ

れることが期待される。 

 

3) サンプリングデータセットの充実化 

 

サンプリングデータセットは、医科入院、医

科入院外、調剤、DPCの 4種類のレセプトに

ついて、10月診療分のデータに対してラン

ダムサンプリングを施すとともに、出現頻

度の少ない傷病名や診療行為等、都道府県

など地域情報をマスクするなどして匿名性

を高めたデータセットであり、2012年 6月

より提供が開始されたデータセットである
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（第 9回）。特別抽出データの場合は、利用

に際しては最小限のデータ提供しか認めて

おらず、探索的な利用も禁じているのに対

し、サンプリングデータセットでは匿名性

を高めることで安全性を確保し、ある程度

の探索的研究を利用者に認めている点が異

なっている。このサンプリングデータセッ

トは、単月データという性質上、特定の事例

を時系列で追いかけて評価する研究に使用

することは不可能である。一方で、あらかじ

めパターン化されたデータセットゆえにデ

ータ抽出作業等に要する時間が短く、迅速

にデータを提供できるという利点や、利用

者の側も入手した NDB データの紐付けや成

型等の作業がそれほど大仰なものとならな

い、という利点があり、患者数の評価など、

大まかな動向を探ることには適したデータ

である。こうした背景を鑑み、研究者が更に

利用しやすいよう、 

 

 小児および高齢者の年齢階級区分につ

いて、従来よりも精緻化させた区分を

別に設ける。 

 「疑い病名」及び「主傷病」を簡単に判

断できるフラグをあらかじめ導入する。 

 従来は 10 月診療分のみだったところ

を、受療行動や罹患率に季節変動が生

じることを鑑み、「1月診療分」「4月診

療分」「7月診療分」のサンプリングデ

ータセットを新たに導入する。 

 

などといった改善が図られた（第 26 回）。

2018年 2月時点では、研究目的でデータ提

供の承諾を受けている 108件のうちの 22件、

全体の 20%弱がサンプリングデータセット

の利用を希望しており（第 40 回）、サンプ

リングデータセットへの一定程度のニーズ

が利用者のあいだで確立しているものと思

われる。 

 

4) レセプトデータ・特定健診等データ突合

率の改善 

 

NDBは、「レセプトデータ」と「特定健診お

よび特定保健指導データ」を格納したデー

タベースであるが、両者は別々の経路で、国

管理のサーバに格納されている（第 1 回）。

また、格納に際しては受診者の生年月日、性

および被保険者証等記号・番号を用いたハ

ッシュ IDを作成することで、匿名性を維持

しつつ受診者の同一性を確保する、という

データ格納フローとなっている。ところが、

一部の保険者においてはレセプトデータは

「全角」、特定健診等データでは「半角」で

出力される場合があり、この場合は同一番

号であっても異なるハッシュ ID が発出さ

れてしまうため、突合率が保険者によって

大きく異なる、という事象がみられた。これ

に対しては、「半角/全角」「ゼロ埋めあり/

ゼロ埋めなし」といった表記の揺れに対応

できるよう、システム改修が行われた。具体

的には、表記揺れを変換したうえで新しい

ハッシュ ID（ID3）を発出し、これを過去の

NDBデータにも遡って付与することで、レセ

プトデータと特定健診等データ間の同一人

認識が可能になるよう対応した。これによ

って、2015 年度の特定健診等データと ID3

をさかのぼって設定した 2015 年度のレセ

プトデータを突合させたところ、従来の ID

では全体で 25.7%に過ぎなかった突合率が、

87.6%にまで改善するとともに、「国保」「協

会けんぽ」「健保組合」「共済組合」といった
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保険者種別ごとの突合率のばらつきも、ID3

を使用することで全ての種別で 80%以上の

突合率を達成するなど、大幅な改善が認め

られた。これにより、NDBの本来目的である、

メタボリックシンドロームに着目した個々

の被保険者における医療費・医療受療動向

の推移の評価を、より精緻に行えることが

期待される。 

 

5) データ提供承諾件数の増加 

 

NDB データの第三者提供が開始された 2011

年度は、総申出件数 43 件に対して承諾件数

が 6件と非常に低調であった。2012年度に

は状況はやや改善したものの、総申出件数

23 件に対して承諾件数は 13 件という状況

であった。しかし、2013年度は承諾件数は

22 件と、20件を超えるようになり、2014年

度の 20件を経て、2015 年度には 34 件、2016

年度には 42 件と、承諾件数が増加の傾向を

示すようになってきた。また、有識者会議で

の審査において、全ての提供依頼申出のう

ちデータ提供が承諾される割合も、2013年

度以降は 90%を超えており（第 37 回）、申出

に際しての事前審査の手続き等が徐々に定

式化・円滑化してきていることが示唆され

る。 

 

D. 考察 

 

ここ 2 年余りの有識者会議の議論を中心に、

NDB の利用を検討する者にとって関係が深

いトピックについて、レビューを行ってき

た。広く一般に開放されている NDB オープ

ンデータの公表ならびに利用者のフィード

バックに基づいたデータの質の改善、サン

プリングデータセットの質の向上やサーバ

増強によるデータ提供運用体制の強化など

といった NDB データ提供体制の拡充が図ら

れており、NDBデータの利用者も年々増加し

てきている。一方で、NDBのデータ構築が開

始されてから間もなく 10年、第三者提供が

開始されてから 7 年が経過しており、保健

医療データの利活用に対する社会からの要

請も、その度合いを増してきている。「経済

財政運営と改革の基本方針」（「骨太の方針」）

では、年余にわたり NDB を含むレセプトデ

ータを活用した、医療費の適正化について

の提言が繰り返されている 3,4。NDB の第三

者提供にあたり当初から掲げられてきた

「医療サービスの質の向上等を目指して正

確なエビデンスに基づく施策を推進するに

あたって有益となる分析・研究、学術研究の

発展に資するような研究」5への貢献の程度

で言えば、2017年 1月時点でデータ利用申

出者が厚生労働省に開示した研究成果にお

いて、査読付きの学術論文は 19編（うち英

文 9編）とのことであった 6。単純に比較で

きるものではないが、イギリスにおいて特

定の医師からの報告に基づく患者診療デー

タを核として構築されたデータベース

Clinical Practice Research Datalink 

(CPRD)からは 1,800 本以上の研究成果が刊

行されており 7、悉皆性において勝る日本の

NDB にはデータの利活用を推進する施策を

今後も充実化させていくことで、保健医療

領域において更なる成果を導出できる余地

があるかと思われる。そのためにも、NDBの

第三者利用に関する利便性向上の施策を今

後も積極的に推進させていく必要があると

ともに、そうした施策を積極的に開示して

利用者の裾野を広げていく努力も、行政と
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研究者とで力を合わせて推進していく必要

があろう。 

 

E. 結論 

 

NDB の第三者利用に関する利便性向上策に

ついては、利用者や利用を検討する者の声

も踏まえながら、各トピックについて漸次

推進・改善されてきていることが確認され

た。 
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